
 

 

 

 

令和５年１月３１日 

不動産・建設経済局建設業課 

 

 

「浄化槽法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 
 

 浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験について、近年の受検者数の減少等を

踏まえ、実費を勘案して受験手数料の額を変更する「浄化槽法施行令の一部を改

正する政令」が、本日、閣議決定されました。 

 
１．背景 

浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）において、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の免状の

交付を受けるためには、浄化槽工事及び保守点検に関して、それぞれ必要な知識及び技能

に関する試験に合格とすること等が規定されており、これらの試験の受験者は、浄化槽法

施行令（平成 13 年政令第 310 号）に定める手数料を納付しなければならないこととされ

ています。 

今般、受験者数の減少により手数料収入が減少していること等を踏まえ、実費を勘案し

て浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験の手数料の額を変更するため、浄化槽法施行令

について所要の改正を行います。 

 

２．改正の概要 

浄化槽法施行令第３条第４号及び第６号にそれぞれ規定する、浄化槽設備士試験及び 

浄化槽管理士試験の受験手数料の額を以下のとおり変更します。 

・浄化槽設備士試験の受験手数料の額を、22,500 円から 31,700 円に変更。 

・浄化槽管理士試験の受験手数料の額を、20,200 円から 23,600 円に変更。 

 

３．スケジュール 

 公布・施行：令和５年２月３日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

【浄化槽設備士試験】  

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 

担当者：兼重、田中      

電話代表０３－５２５３－８１１１（内線２４－７３３、２４－７５５） 

電話直通０３－５２５３－８２７７ 

 

【浄化槽管理士試験】  

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室  

担当者：志太、大和田 

電話代表０３－３５８１－３３５１ 

電話直通０３－５５０１－３１５５ 

同時発表：環境省 


